
■ENEOS Ｔ会員規約
　この ENEOS Ｔ会員規約（以下「本規約」といいます。）は、ENEOS Ｔ会員（以下「会
員」といいます。）への入会、会員サービスの内容などを定めるものです。Ｔカード・Ｔ
会員に関する一般的な事項については、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社（以
下「CCC」といいます。）が規定するＴ会員規約（同規約に付帯する株式会社 T ポイント・
ジャパンが規定する「ポイントサービス利用規約」を含みます。）をご確認ください。

第１条（定義）
　会員とは、本規約に同意の上、ENEOS株式会社（以下「当社」といいます。）が定め
る所定の手続きにより会員登録を申し込み、当社が承諾した個人をいいます。
　②会員サービスとは、会員が当社または当社が指定する者から交付を受けた ENEOS
Ｔカード ( 以下「本カード」といいます。) を当社が定める ENEOS サービスステーショ
ンにおいて提示することにより受けられるサービスをいいます。

第２条（会員サービスの内容）
　会員サービスの内容は、当社のホームページ（http://www.noe.jxtg-group.co.jp/）
において掲示します。
②当社は、随時、会員サービスの内容を変更し、または終了するものとします。

第３条（会員の退会等）
　会員は、退会または会員サービスの提供の停止を希望する場合は、会員が申込みをした
ENEOSサービスステーション（以下「申込店舗」といいます。）に連絡するものとします。
　②会員は、会員の登録情報（住所・連絡先等）について変更が生じたときは、速やか
に CCC が定めるＴカードサポートセンターへ連絡するものとします。
　③会員は、本カードを紛失しまたは盗難された場合は、速やかに CCC が定めるＴカ
―ドサポートセンターに連絡のうえ、その指示に従うものとします。

第４条（会員の地位の喪失）
　当社は、会員がこの規約に違反し、引き続き会員として認めることができないと判断
したときは、会員の承諾なしに会員の地位を喪失させることができるものとします。

第５条（規約の変更）
　当社は、本規約を変更しようとする場合、変更の前日までに当社のホームページに変
更後の規約を掲示することにより、いつでも本規約を変更することができるものとします。
　②会員は、本規約変更後に会員サービスの提供を受けた場合は、会員が本規約の変更
に同意したものとみなすこととします。

第６条（免責事項等）
　当社は、天災地変、通信回線障害等の不可抗力および当社が必要と判断した場合、会
員に事前通知なく会員サービスの全部または一部を停止する場合があります。この場合、
当社は、会員が会員サービスを受けられなかったことにつき、その責を負わないものと
します。
　②当社は、会員が第３条第２項に定める手続きを行わなかったことにより会員に生じ
た損害については、その責を負わないものとします。
　③当社は、会員が第３条第３項に定める手続きを行わなかったことにより会員に生じ
た損害について、その責を負わないものとします。会員が本カードを盗用されたことに
より生じた損害についても同様とします。

第７条（個人情報の利用）
　会員は、申込店舗が、本申込に係る会員の個人情報を、次の目的のため、当社と共同
して利用することに同意します。

　⑴カード入会情報・変更情報管理、ご利用実績・金額の集計等のため
　⑵ 当社の取扱商品・サービスおよびフェア開催のご案内に関する宣伝物・印刷物等の

送付のため
　⑶ 市場調査・商品開発・サービス向上を目的としたお客様向けアンケートのご依頼の

ため
　 ②前項に基づき申込店舗と当社が共同して利用する会員の個人情報は、次の各号に定

める事項とします。
　⑴ 氏名・住所・電話番号・生年月日・郵便番号・メールアドレス・任意保険・車検情報等、

所定の申込書等にご記入いただいた事項および申告いただいた事項
　⑵本申込みに関する申込日・契約日など契約内容に関する事項
　⑶本申込みに基づくご利用状況、取引履歴等

第８条（個人情報の公的機関等への提供）
　会員は、当社または申込店舗が、法令に基づき提出を求められた場合およびそれに準
ずる公共の利益のために必要がある場合、公的機関等に会員の個人情報を提供すること
に同意します。

第９条（個人情報の開示・訂正・削除）
　会員は、申込店舗に対し、第７条第２項各号に定める事項について、個人情報の保護
に関する法律に定めるところにより、開示・訂正・削除するよう請求することができます。
　②申込み店舗は、前項に定める開示請求に応じた結果、当該請求を行った会員の個人
情報の内容が事実でないことが判明した場合には、個人情報の保護に関する法律に定め
るところに従い、速やかに訂正または削除に応じるものとします。

第10条（本規約に不同意の場合）
　当社は、会員が会員登録のために必要な個人情報を開示しない場合または本規約の全
部もしくは一部に同意しない場合、入会をお断りすることがあります。

第11条（個人情報の利用・提供中止の申出）
　当社または申込店舗は、会員から第７条に定める個人情報の利用の停止を求められた
場合は、遅滞なくその利用を停止するものとします。

第12条（個人情報の譲渡・引継ぎについて）
　当社または申込店舗が合併、会社分割等の方法により事業を他の事業者に承継させた
場合、会員の個人情報は当該他の事業者に承継されるものとします。

第13条（お問合せ窓口）
　個人情報の開示・訂正・削除についてのお問合せや利用中止のお申し出に関しまして
は、申込店舗までご連絡ください。
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問い合わせ先
・ＴカードとＴポイントサービスについてのお客様お問い合わせ先
　　　Ｔカードサポートセンター
　　　電話番号：0570-029294　

・ENEOSサービスステーションについてのお客様お問い合わせ先
　　　ENEOSお客様センター
　　　電話番号：0120-56-8704
　　　受付時間：9：00 ～ 17：00（土・日・祝日、年末年始を除く）

■ポイントサービス利用規約
　本規約は、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社（以下「CCC」といいます）が定める「T 会
員規約」に同意し、T カードの発行を受けた方、または T-ID その他 CCC が別途指定するログイン ID（以下、
総称して「指定 ID」といいます）を登録し、T 会員ネットサービス登録を完了された方（以下、総称して「会
員」といいます）が、T 会員向けサービスのうちポイントサービスを提供する企業（以下「ポイントプロ
グラム参加企業」といいます）で、ポイントサービスを利用するにあたり、遵守いただく事項を定めるも
のです。なお、本規約に定めのない用語の定義については、「T 会員規約」の定めを適用するものとします。

第１条（ポイントサービスの提供会社）
　ポイントサービスは、ポイントプログラム運営会社である株式会社 T ポイント・ジャ
パン（以下「当社」といいます）が提供するものです。

第２条　（ポイントサービスの概要）
　ポイントプログラム参加企業でのサービスのご利用額や内容またはご利用状況に応じ
て、ポイントを貯めていただくことができます。
貯められたポイントは、ポイントプログラム参加企業等でご利用いただけます。またポ
イントプログラム参加企業が発行しているポイントやクーポン券等と交換することがで
きます。
但し、ポイントプログラム参加企業により、ポイントの付与・還元率が異なる場合や一
回あたりの決済について還元できるポイント数の上限がある場合、また一部の商品およ
びサービスにポイントをご利用いただけない場合など、ポイントの付与・還元に制限が
ある場合がございます。またポイントサービスをご利用いただくにあたり、事後的に会
員登録を行うことを条件として配布された T カードについては、会員の登録情報が反映
されるまでの期間は、ポイントの還元ができません。
インターネット上でのご利用の際には、有効な指定 ID と登録パスワードによる認証が
必要です。店舗等でのポイントのご利用には有効な T カードが必要です。
現在のポイントプログラム参加企業およびポイントのご利用方法についての詳細はイン
ターネット上の Web サイト「T サイト［T ポイント /T カード］」（http://tsite.jp）に
アクセスしていただくか、本規約末尾の T カードサポートセンターまたはご利用になら
れる店舗のスタッフまでお問い合わせください。

第３条　（ポイントの種類）
　ポイントを付与したポイントプログラム参加企業によって、同じポイントでもポイン
トの権利内容が異なる場合がありますのでご注意ください。詳細は、本規約および T サ
イト［T ポイント /T カード］でご確認ください。

第４条　（ポイントの有効期限）
⒈ ポイントの有効期限は最終のポイント数の変動日※より１年間です。有効期限内にポ

イント数の変動がなかった場合、それまでに貯められた全ポイントが失効しますので、
あらかじめご了承ください。

　※ポイント数の変動とは、下記のことをいいます
　　① ポイントを貯める　②ポイントを使う　③ポイントを交換する
　 なお、ポイントプログラム参加企業によって、ポイントを貯めたり、交換されたこと

による保有ポイント数の反映タイミングが異なります。
⒉ 貯められたポイントをクーポン券等と交換された場合、当該クーポン券等の有効期間

はクーポンの種類、利用店舗・サービス等によって異なり有効期間を過ぎたクーポン
券はご利用いただけませんので、各クーポン券等の有効期間をご確認の上、有効期間
内にご利用ください。

第５条　（ポイントサービスの一時停止・ポイントの失効・ポイントの取り消し）
⒈ポイントサービスは、以下の場合に一時停止させていただく場合があります。
　⑴  T カードの紛失・盗難にあわれて本規約末尾の T カードサポートセンターにお申し

出いただいた場合
　⑵ 何らかの理由により、指定 ID または T カードが一時停止となった場合
　⑶ ポイントサービスの不正利用の疑いが生じた場合
　⑷ その他、当社が必要と判断した場合
⒉会員の保有ポイントは、以下の場合に保有されているすべてのポイントが失効します。
　⑴  T 会員ネットサービス登録または T カードが失効した場合、それぞれの会員資格の

失効に伴い、ポイントも失効します。両方の会員資格を保有し、本規約第６条に従
いポイントのおまとめを行った場合は、お持ちの T カードにすべてのポイントが貯
まるため、T 会員ネットサービス登録が失効してもポイントは失効しませんが、T

カードが失効すると、すべてのポイントが失効します。なお、T 会員ネットサービ
ス登録の失効及び T カードの失効については T 会員規約に定める通りとします。

　⑵ポイントサービスの不正利用であることが確認された場合
　⑶その他、当社が必要と判断した場合
⒊当社またはポイントプログラム参加企業が、ポイントサービスの不正利用があると判
　断した場合、会員の保有ポイントを取り消すことがあります（該当のＴカードから別
　のＴカードにポイントを移動していた場合にも取り消しの対象となります）。

第６条 （ポイントのおまとめ）
　指定 ID でのポイント利用手続き時に T カード番号を登録するか、もしくは T 会員ネッ
トサービス登録情報にお持ちの T カード番号を登録すると、指定 ID と T カード番号が
紐付け登録（以下「紐付け登録」といいます）され、同一の会員としてインターネット
で貯めたポイント、店舗等で貯めたポイントのおまとめをすることができます。ポイン
トのおまとめをされますと、インターネットで貯めたポイント、店舗等で貯めたポイン
トの区別なく利用することができます。また、紐付け登録した後は、T カードに全ポイ
ントが貯まることになります。紐付け登録を解除した場合、おまとめされた全ポイント
は T カードに残ります。T カードを紛失・盗難された場合は、T 会員規約に従って紛失・
盗難時の手続きを行ってください。

第７条　（保有ポイントの照会）
　会員は、T サイト［T ポイント /T カード］にアクセスいただくことで、現在保有さ
れているポイント数をご確認いただけます。

第８条　（当社の免責事項）
⒈ ポイントプログラム参加企業の提供するサービスが不適切であったことに関連して会

員が被った損害（ポイント付与対象取引、ポイント利用対象取引を行う場合を含む）
に対し、当社はいかなる責任も負わないものとします。

⒉ 当社のポイントサービスにおいて、天災地変、通信回線やコンピュータ等の障害によ
るデータの消失、ポイント利用に関する損害・障害について、当社はいかなる責任も
負わないものとします。

⒊ 本規約上の当社の責任を免責する規定にかかわらず、当社に故意又は重過失がある場
合や消費者契約法その他の理由により当社が損害賠償責任を負う場合には、本規約に
含まれる免責規定は適用されません。また、当社が、会員の損害を賠償する場合であっ
ても、当該損害賠償責任の範囲は、直接かつ現実に発生した損害（付随的損害、間接
損害、特別損害及び逸失利益は含まれません）に限定されます。

第９条　（その他）
　当社は、一定の予告期間をおいて CCC のホームページ（https://www.ccc.co.jp）
において変更後の本規約の内容を周知することにより、いつでも本規約の内容を変更す
ることができるものとし、当該予告期間経過後は、変更後の本規約の内容が適用される
ものとします。なお、最新の本規約の内容を確認される場合は、CCC のホームページに
アクセスしていただくか、T カードサポートセンターまでお問い合わせください。
　ポイントサービスのご利用条件（ポイントプログラム参加企業の変更やポイントサー
ビスの廃止を含みます）につきましては、事前の予告なく変更する場合がございます。
現在のご利用条件の詳細は、T サイト［T ポイント /T カード］にアクセスしてご確認
ください。変更後の会員のご利用をもってご利用条件にご同意いただいたものとさせて
いただきますので、あらかじめご了承ください。また、各ポイントプログラム参加企業
のサービス内容につきましては、各店舗または各企業のサイトにてご確認ください。

株式会社Tポイント・ジャパン
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■TカードW登録サービス利用規約
第１条（定義）
⒈ 本規約は、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社（以下、「CCC」といいます）

が T 会員向けに選定する各種サービスと、ポイントプログラム参加企業のうち第２条
第1項に定めるID紐付け登録の手続きが可能な企業（以下、「W登録サービス参加企業」
といいます）が自らの会員（以下、「独自会員」といいます）に提供する各種サービス
を、T カード 1 枚でご利用いただくサービス（以下、「T カード W 登録サービス」と
いいます）を利用するための手続き等について定めた規約です。

⒉ 「ID 紐付け会員」とは、CCC が割り当てる T カード番号と、W 登録サービス参加企
業が割り当てる個人識別番号（以下、「独自会員 ID」といいます）を持ち、その上で
本規約に同意の上、T カード番号と独自会員 ID とを紐付ける登録（以下、「ID 紐付け
登録」といいます）を完了した個人をいいます。なお、1 つの T カード番号に、複数
の独自会員サービスを紐付けることが可能ですが、1 つの独自会員サービスにおいて
T カード番号に紐付けることができる独自会員 ID は１つとします。

第２条（各種手続き）
⒈ 「ID 紐付け登録」の手続き
　⑴  T カード W 登録サービスのお申込みは、W 登録サービス参加企業が指定する店舗

にて直接申し込む方法、CCC または CCC が別途指定する委託先事業者に郵送にて
申し込む方法、または T サイト［T ポイント /T カード］(http://tsite.jp) 上で申
し込む方法のいずれかによって行えます。この手続きにより、T 会員の新規登録、
独自会員の新規登録、および ID 紐付け登録を同時に行うことができます。既にお
持ちの T カードへの ID 紐付け登録はできません。

　⑵  ID 紐付け登録を行った T カードを紛失・盗難された場合は、CCC が定める T 会員
規約の定めに従いお申し出ください。

　⑶  ID 紐付け会員は、本条第３項第２号に定める「退会」の手続きをとる以外、ID 紐
付け登録を自ら解除することはできません。

⒉「登録情報変更」の手続き
　 ID 紐付け会員の氏名、郵便番号、住所、電話番号等の登録情報に変更が生じた場合、

CCC が定める T 会員規約記載の手続きにより、T 会員の登録情報の変更ができます。
　 この手続きによって変更された情報は、第３条に基づき、CCC から会員自らが ID 紐

付け登録を行った W 登録サービス参加企業に提供され、独自会員の登録情報も変更さ
れます。

⒊「一時停止」「退会」の手続き
　⑴  ID 紐付け会員が、T 会員の退会を希望する場合は、CCC が定める T 会員規約記載

の手続きが必要です。T 会員の退会手続きによって T カードが無効となったときは、
当該 T カードに係る独自会員の登録も失効します。

　⑵  ID 紐付け会員が、独自会員の一時停止および退会を希望する場合は、ID 紐付け登
録を行った W 登録サービス参加企業が別途定める手続きを行うことが必要です。会
員が独自会員を退会した場合であっても、お持ちの T カード番号はなお有効ですの
で、そのまま継続して T 会員サービスおよび退会した W 登録サービス参加企業以
外の W 登録サービス参加企業が提供するサービスをご利用いただけます。

第３条（個人情報の取り扱い）
⒈  ID 紐付け登録が行われた場合、CCC と W 登録サービス参加企業とは、本項第 2 号

記載の利用目的で、ID 紐付け会員から本項第 1 号記載の情報項目を取得します。また、
CCC または W 登録サービス参加企業のいずれか一方のみが本項第 1 号記載の情報項
目を取得した場合、他方に対して、本項第 2 号記載の利用目的で情報項目を提供する
場合があります。ID 紐付け会員は、いずれか一方が、本項第１号に定める情報項目を、
本項第２号に定める利用目的のために他方に対して提供することにつき、予め同意し
ます。

　⑴ 情報項目
　　1ID（T カード番号、独自会員 ID のいずれも含みます）
　　2氏名、性別、生年月日、郵便番号、住所、電話番号
　　3 ポイントの付与および利用に関する情報（T カード番号、ポイント数、利用店舗、

利用日時、ポイント付与およびポイント利用の対象商品などの情報を含みます）、
ポイント以外の W 登録サービス参加企業が提供するサービスの利用に係る利用履
歴

　　4 その他会員情報の管理に必要な情報、新たなサービスをご利用の際にご提供いた
だく一切の事項等（本規約同意後に ID 紐付け会員から第２条第２項に定める登
録情報の変更手続きによって知り得た情報も含みます）

　⑵ 利用目的
　　1T カード W 登録サービス提供のため
　　2 ID 紐付け会員になろうとする者の申し込み手続きおよび CCC と W 登録サービ

ス参加企業間の ID 紐付け登録手続きの円滑化を図るため
　　3ID 紐付け会員からのお問い合わせ、依頼等への対応のため
　　4ID 紐付け会員の購入動向およびライフスタイル分析のため
　　5 ID 紐付け会員に対して、電子メールを含む各種通知手段によって、会員のライフ

スタイル分析をもとに、CCC および W 登録サービス参加企業が適切と判断した
提携企業の様々な商品情報やサービス情報その他の営業案内または情報提供のた
め

　　6 ID 紐付け会員に適用される T 会員規約および W 登録サービス参加企業が定める

各種規約に記載しているそれぞれの利用目的のため
　　7 その他上記各利用目的に準ずるか、これらに密接に関連する目的のため
⒉提供方法
　 CCC および W 登録サービス参加企業は、自己が取得した本条第 1 項記載の情報項目

を、書類の送付又は電子的若しくは電磁的な方法によって、相手方に提供します。
⒊管理方針
　 CCC および W 登録サービス参加企業は、本条第２項の方法で提供を受けた本条第 1

項第 1 号記載の情報項目を、本規約および各社の規約に基づき取り扱います。

第４条（失効）
⒈ T カードの失効
　 紛失、盗難、破損、有効期限切れ等の理由により、ID 紐付け会員が保有する T カード

が無効となった場合、その情報が CCC から会員自らが ID 紐付け登録を行った W 登
録サービス参加企業に連携され、独自会員の登録および T カード W 登録サービスも
当然に失効します。

⒉再登録
　 ID 紐付け会員が保有する T カードが無効となった場合、再度 T カード W 登録サービ

スをご利用いただくには、第２条第 1 項第 1 号の手続きにより改めてお申し込みが必
要となります。

第５条（サービスの終了）
　CCC および W 登録サービス参加企業は、それぞれの事情により、ID 紐付け会員に事
前の承諾を得ることなく T カード W 登録サービスを終了することがあります。

第６条（規約の改訂）
　CCC および W 登録サービス参加企業は、一定の予告期間をおいて各社のホームペー
ジにおいて変更後の本規約の内容および効力発生日を周知することにより、いつでも本
規約の内容を変更することができるものとし、当該予告期間経過後は、変更後の本規約
の内容が適用されるものとします。なお、最新の規約につきましては、T サイト［T ポ
イント /T カード］(http://tsite.jp) にアクセスしていただくか、本規約末尾記載の T カー
ドサポートセンターまでお問い合わせください。

第７条（その他の事項）
　本規約に定めのない事項については、CCC が定める T 会員規約および株式会社Ｔポ
イント・ジャパンが定めるポイントサービス利用規約または W 登録サービス参加企業が
定める各種規約により取り扱うものとします。

お客様お問い合わせ先
T カードサポートセンター
電話番号：0570-029294

お客様お問い合わせ先
ENEOSお客様センター
電話番号：0120-56-8704
受付時間：9：00～ 17：00（土、日、祝日、年末年始を除く）

最新の規約はこちらの URL からご確認ください
http://tsite.jp/kiyakutps

最新の規約はこちらの URL からご確認ください
http://tsite.jp/kiyakuen

最新の規約はこちらの URL からご確認ください
http://tsite.jp/kiyakuen

ENEOS株式会社
2020年6月25日改訂版


